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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザにより選択されようとする取引対象を特定する特定手段と、
　前記特定手段により特定される取引対象と同一又は関連し、且つ前記特定手段により特
定される取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられる取引対象を
、前記ユーザにより過去に参照された取引対象に関する情報を記憶する記憶手段から抽出
する抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出される前記取引対象が前記ユーザにより選択される前に、当該
取引対象を前記ユーザに提示する提示手段と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記記憶手段における前記取引対象の中で、現時点から過去所定時間以内に前記ユーザ
により参照された前記取引対象の提示を制限する第１制限手段を更に備えることを特徴と
する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記記憶手段における前記取引対象の中で、現時点から過去に遡って所定件数以内の前
記取引対象の提示を制限する第１制限手段を更に備えることを特徴とする請求項１に記載
の情報処理装置。
【請求項４】
　前記特定手段により特定された第１の前記取引対象より前記ユーザにとって取引上有利
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な条件が対応付けられる第２の前記取引対象が前記提示手段により前記ユーザに提示され
たにも拘らず該第１の前記取引対象が前記ユーザにより選択された後に、前記ユーザによ
り新たに選択されようとする第３の前記取引対象が前記特定手段により特定されたとき、
前記第３の前記取引対象が前記第２の前記取引対象より前記ユーザにとって取引上不利な
条件が対応付けられ且つ前記第１の前記取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な条
件が対応付けられる場合に、前記第２の前記取引対象の提示を制限する第２制限手段を更
に備えることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記提示手段により提示された前記取引対象が前記ユーザにより選択された場合、前記
特定手段により特定された前記取引対象の提供者に対して、該取引対象の代わりに前記提
示手段により提示された前記取引対象が選択されたことを示す情報を通知する通知手段を
更に備えることを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記取引対象に関する情報は、前記ユーザが取引した取引対象の取引履歴、所定の参照
リストにユーザが登録した取引対象の登録履歴、及び前記ユーザが閲覧したページに配置
された取引対象の閲覧履歴のうちの少なくとも何れか一つの履歴に含まれており、
　前記特定手段は、前記取引又は前記登録のために前記選択されようとする前記取引対象
を特定することを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記取引のために前記選択されようとする前記取引対象が特定される場合、前記抽出手
段は、該特定される取引対象と同一又は関連し且つ該取引対象より前記ユーザにとって取
引上有利な条件が対応付けられる取引対象を前記取引履歴から優先して抽出することを特
徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記登録のために前記選択されようとする前記取引対象が特定される場合、前記抽出手
段は、該特定される取引対象と同一又は関連し且つ該取引対象より前記ユーザにとって取
引上有利な条件が対応付けられる取引対象を前記登録履歴から優先して抽出することを特
徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記取引対象のそれぞれには、１以上の項目毎に条件が対応付けられており、
　前記取引対象に対応付けられる前記項目のうちの１以上の前記項目に対応する条件に応
じた値を集計する集計手段を更に備え、
　前記抽出手段は、前記特定手段により特定される取引対象に対して前記集計手段により
集計される値と、該特定される取引対象と同一又は関連する前記取引対象であって前記記
憶手段における前記取引対象に対して前記集計手段により集計される値とを比較すること
により、前記特定手段により特定される取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な条
件が対応付けられる前記取引対象を抽出することを特徴とする請求項１乃至８の何れか一
項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記ユーザにより過去に参照された取引対象に関する情報に基づいて、複数種類の前記
項目中で該ユーザが重視する項目を特定する項目特定手段を更に備え、
　前記集計手段は、前記項目特定手段により特定される項目に対応する条件に応じた値に
対する重みを、前記項目特定手段により特定されない項目に対応する条件に応じた値に対
する重みよりも高く設定して前記集計を行うことを特徴とする請求項９に記載の情報処理
装置。
【請求項１１】
　コンピュータにより実行される情報処理方法であって、
　ユーザにより選択されようとする取引対象を特定する特定ステップと、
　前記特定ステップにより特定される取引対象と同一又は関連し、且つ前記特定ステップ
により特定される取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられる取
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引対象を、前記ユーザにより過去に参照された取引対象に関する情報を記憶する記憶手段
から抽出する抽出ステップと、
　前記抽出ステップにより抽出される前記取引対象が前記ユーザにより選択される前に、
当該取引対象を前記ユーザに提示する提示ステップと、
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、
　ユーザにより選択されようとする取引対象を特定する特定手段、
　前記特定手段により特定される取引対象と同一又は関連し、且つ前記特定手段により特
定される取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられる取引対象を
、前記ユーザにより過去に参照された取引対象に関する情報を記憶する記憶手段から抽出
する抽出手段、及び、
　前記抽出手段により抽出される前記取引対象が前記ユーザにより選択される前に、当該
取引対象を前記ユーザに提示する提示手段として機能させることを特徴とする情報処理プ
ログラム。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　ユーザにより選択されようとする取引対象を特定する特定手段、
　前記特定手段により特定される取引対象と同一又は関連し、且つ前記特定手段により特
定される取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられる取引対象を
、前記ユーザにより過去に参照された取引対象に関する情報を記憶する記憶手段から抽出
する抽出手段、及び、
　前記抽出手段により抽出される前記取引対象が前記ユーザにより選択される前に、当該
取引対象を前記ユーザに提示する提示手段として機能させる情報処理プログラムがコンピ
ュータ読み取り可能に記憶されていることを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば情報提供が可能なＷｅｂサイトにおいて、ユーザが取引対象を選択し
ようとしたときに有用な情報を提供可能な情報処理装置等の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、取引対象の取引（例えば商品の購入）の情報提供が可能なＷｅｂサイトが知
られている。このようなＷｅｂサイトには、例えば、ユーザが購入した商品に関する情報
を購入履歴として自動的に登録する機能や、ユーザが気に入った（気になる）商品を選択
することでその商品に関する情報を所定の参照リストに登録する機能などがある。ここで
、参照リストとは、例えば取引対象に関する情報への参照を保持するリストである。この
ような参照リストに登録する機能としては、例えば、お気に入り登録やブックマーク登録
等が知られている。これにより、ユーザは、参照リストからその取引対象に関する情報へ
簡単にアクセスすることができる。
【０００３】
　ところで、上記取引対象の登録数（例えば、ブックマークエントリ数）が多くなると、
ユーザは、参照したいＷｅｂページを探し出して指定することが難しくなるという問題が
ある。この問題を解決するため、特許文献１には、ブックマークエントリを、参照日時情
報に基づき参照時間順に並び替え可能とする技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－３３４１２０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したように登録数が多くなると、たとえ特許文献１で提案されたよ
うにブックマークエントリを並び替えたとしても、ユーザは、購入履歴や参照リストに登
録された商品を全て覚えておくことは困難である。そのため、例えばユーザが過去に購入
した商品又は参照リストに登録した商品の中に、より有利な（お得な）商品があるにも関
わらず、それより不利な商品を購入又は参照リストに登録してしまうという問題があった
。
【０００６】
　そこで、本発明は、以上の問題等に鑑みてなされたものであり、ユーザにとって不利な
取引や不利な取引対象の登録を未然に防ぐことが可能な情報処理装置、情報処理方法、情
報処理プログラム、及び情報処理プログラムが記録された記録媒体を提供することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、ユーザにより選択されようとす
る取引対象を特定する特定手段と、前記特定手段により特定される取引対象と同一又は関
連し、且つ前記特定手段により特定される取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な
条件が対応付けられる取引対象を、前記ユーザにより過去に参照された取引対象に関する
情報を記憶する記憶手段から抽出する抽出手段と、前記抽出手段により抽出される前記取
引対象が前記ユーザにより選択される前に、当該取引対象を前記ユーザに提示する提示手
段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　この発明によれば、ユーザが過去に参照された取引対象の中から、ユーザにより選択さ
れようとする取引対象より有利な取引対象の存在を知らせ、ユーザにとって不利な取引や
不利な取引対象の登録を未然に防ぐことができる。また、取引上不利な取引対象を例えば
参照リストへ登録することを未然に防ぐことができるので、当該「取引上不利な取引対象
」を該参照リストから削除する工程を減らすことができるため、システム負荷を軽減でき
る。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、前記記憶手段にお
ける前記取引対象の中で、現時点から過去所定時間以内に前記ユーザにより参照された前
記取引対象の提示を制限する第１制限手段を更に備えることを特徴とする。
【００１０】
　この発明によれば、ユーザに対して取引対象が必要以上に提示されることを防止するこ
とができ、ユーザに対して煩雑さを与えたり混乱させたりすることを回避することができ
る。また、取引対象が必要以上に提示されることを防止することができるので、当該取引
対象に関するデータ要求を低減できるため、システム負荷を軽減できる。　
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、前記記憶手段にお
ける前記取引対象の中で、現時点から過去に遡って所定件数以内の前記取引対象の提示を
制限する第１制限手段を更に備えることを特徴とする。
【００１２】
　この発明によれば、ユーザに対して取引対象が必要以上に提示されることを防止するこ
とができ、ユーザに対して煩雑さを与えたり混乱させたりすることを回避することができ
る。また、取引対象が必要以上に提示されることを防止することができるので、当該取引
対象に関するデータ要求を低減できるため、システム負荷を軽減できる。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３の何れか一項に記載の情報処理装置において
、前記特定手段により特定された第１の前記取引対象より前記ユーザにとって取引上有利
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な条件が対応付けられる第２の前記取引対象が前記提示手段により前記ユーザに提示され
たにも拘らず該第１の前記取引対象が前記ユーザにより選択された後に、前記ユーザによ
り新たに選択されようとする第３の前記取引対象が前記特定手段により特定されたとき、
前記第３の前記取引対象が前記第２の前記取引対象より前記ユーザにとって取引上不利な
条件が対応付けられ且つ前記第１の前記取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な条
件が対応付けられる場合に、前記第２の前記取引対象の提示を制限する第２制限手段を更
に備えることを特徴とする。
【００１４】
　この発明によれば、ユーザに対して取引対象が必要以上に提示されることを防止するこ
とができ、ユーザに対して煩雑さを与えたり混乱させたりすることを回避することができ
る。
【００１５】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４の何れか一項に記載の情報処理装置において
、前記提示手段により提示された前記取引対象が前記ユーザにより選択された場合、前記
特定手段により特定された前記取引対象の提供者に対して、該取引対象の代わりに前記提
示手段により提示された前記取引対象が選択されたことを示す情報を通知する通知手段を
更に備えることを特徴とする。
【００１６】
　この発明によれば、通知を受けた提供者は自ら提供する取引対象が他の取引対象に負け
たかを迅速に把握することができる。
【００１７】
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５の何れか一項に記載の情報処理装置において
、前記取引対象に関する情報は、前記ユーザが取引した取引対象の取引履歴、所定の参照
リストにユーザが登録した取引対象の登録履歴、及び前記ユーザが閲覧したページに配置
された取引対象の閲覧履歴のうちの少なくとも何れか一つの履歴に含まれており、前記特
定手段は、前記取引又は前記登録のために前記選択されようとする前記取引対象を特定す
ることを特徴とする。
【００１８】
　この発明によれば、ユーザの取引履歴、登録履歴、及び閲覧履歴のうちの少なくとも何
れか一つの履歴を利用して、ユーザにより過去に参照された取引対象に関する情報を迅速
に特定することができる。
【００１９】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の情報処理装置において、前記取引のために
前記選択されようとする前記取引対象が特定される場合、前記抽出手段は、該特定される
取引対象と同一又は関連し且つ該取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な条件が対
応付けられる取引対象を前記取引履歴から優先して抽出することを特徴とする。
【００２０】
　この発明によれば、ユーザが取引対象の取引しようとする際には、該取引対象より有利
な取引対象を、より効果的に該ユーザへ提示することができる。
【００２１】
　請求項８に記載の発明は、請求項６に記載の情報処理装置において、前記登録のために
前記選択されようとする前記取引対象が特定される場合、前記抽出手段は、該特定される
取引対象と同一又は関連し且つ該取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な条件が対
応付けられる取引対象を前記登録履歴から優先して抽出することを特徴とする。
【００２２】
　この発明によれば、ユーザが取引対象を参照リストへ登録しようとする際には、該取引
対象より有利な取引対象を、より効果的に該ユーザへ提示することができる。
【００２３】
　請求項９に記載の発明は、請求項１乃至８の何れか一項に記載の情報処理装置において
、前記取引対象のそれぞれには、１以上の項目毎に条件が対応付けられており、前記取引
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対象に対応付けられる前記項目のうちの１以上の前記項目に対応する条件に応じた値を集
計する集計手段を更に備え、前記抽出手段は、前記特定手段により特定される取引対象に
対して前記集計手段により集計される値と、該特定される取引対象と同一又は関連する前
記取引対象であって前記記憶手段における前記取引対象に対して前記集計手段により集計
される値とを比較することにより、前記特定手段により特定される取引対象より前記ユー
ザにとって取引上有利な条件が対応付けられる前記取引対象を抽出することを特徴とする
。
【００２４】
　この発明によれば、複数の異なる項目全体を考慮した観点から、ユーザが選択しようと
している取引対象より有利な取引対象の存在を該ユーザに知らせることができる。
【００２５】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載の情報処理装置において、前記ユーザによ
り過去に参照された取引対象に関する情報に基づいて、複数種類の前記項目中で該ユーザ
が重視する項目を特定する項目特定手段を更に備え、前記集計手段は、前記項目特定手段
により特定される項目に対応する条件に応じた値に対する重みを、前記項目特定手段によ
り特定されない項目に対応する条件に応じた値に対する重みよりも高く設定して前記集計
を行うことを特徴とする。
【００２６】
　この発明によれば、ユーザが重視する項目の観点から、ユーザが選択しようとしている
取引対象より有利な取引対象の存在を該ユーザに知らせることができる。
【００２７】
　請求項１１に記載の発明は、コンピュータにより実行される情報処理方法であって、ユ
ーザにより選択されようとする取引対象を特定する特定ステップと、前記特定ステップに
より特定される取引対象と同一又は関連し、且つ前記特定ステップにより特定される取引
対象より前記ユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられる取引対象を、前記ユーザ
により過去に参照された取引対象に関する情報を記憶する記憶手段から抽出する抽出ステ
ップと、前記抽出ステップにより抽出される前記取引対象が前記ユーザにより選択される
前に、当該取引対象を前記ユーザに提示する提示ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２８】
　請求項１２に記載の情報処理プログラムの発明は、コンピュータを、ユーザにより選択
されようとする取引対象を特定する特定手段、前記特定手段により特定される取引対象と
同一又は関連し、且つ前記特定手段により特定される取引対象より前記ユーザにとって取
引上有利な条件が対応付けられる取引対象を、前記ユーザにより過去に参照された取引対
象に関する情報を記憶する記憶手段から抽出する抽出手段、及び、前記抽出手段により抽
出される前記取引対象が前記ユーザにより選択される前に、当該取引対象を前記ユーザに
提示する提示手段として機能させることを特徴とする。
【００２９】
　請求項１３に記載の記録媒体の発明は、コンピュータを、ユーザにより選択されようと
する取引対象を特定する特定手段、前記特定手段により特定される取引対象と同一又は関
連し、且つ前記特定手段により特定される取引対象より前記ユーザにとって取引上有利な
条件が対応付けられる取引対象を、前記ユーザにより過去に参照された取引対象に関する
情報を記憶する記憶手段から抽出する抽出手段、及び、前記抽出手段により抽出される前
記取引対象が前記ユーザにより選択される前に、当該取引対象を前記ユーザに提示する提
示手段として機能させる情報処理プログラムがコンピュータ読み取り可能に記憶されてい
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、ユーザが過去に参照された取引対象の中から、ユーザにより選択され
ようとする取引対象より有利な取引対象の存在を知らせ、ユーザにとって不利な取引や不
利な取引対象の登録を未然に防ぐことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本実施形態に係る情報提供システムＳの概要構成の一例を示す図である。
【図２】本実施形態に係る情報提供サーバ１の概要構成の一例を示すブロック図である。
【図３】データベースに記録される項目の一例を示す図である。
【図４】（Ａ）は、情報提供サーバ１のシステム制御部１４における情報提供処理を示す
フローチャートであり、（Ｂ）は、情報提供サーバ１のシステム制御部１４における商品
登録処理を示すフローチャートである。
【図５】商品一覧を掲載するＷｅｂページの表示例を示す図である。
【図６】ユーザにより選択されようとする商品より有利な商品が抽出される様子を示す図
である。
【図７】特定された商品の各取引条件項目に対応する条件に応じた点数を集計した結果を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、以下に説明す
る実施の形態は、情報提供システムに対して本発明を適用した場合の実施形態である。
【００３３】
　［１．情報提供システムの構成及び機能概要］
　先ず、本実施形態に係る情報提供システムＳの構成について、図１を用いて説明する。
図１は、本実施形態に係る情報提供システムＳの概要構成の一例を示す図である。
【００３４】
　図１に示すように、情報提供システムＳは、情報提供サーバ１と、複数の店舗端末２と
、複数のユーザ端末３と、を含んで構成されている。そして、情報提供サーバ１と各店舗
端末２及び各ユーザ端末３とは、ネットワークＮＷを介して、例えば、通信プロトコルに
ＴＣＰ／ＩＰ等を用いて相互にデータの送受信が可能になっている。なお、ネットワーク
ＮＷは、例えば、インターネット、専用通信回線（例えば、ＣＡＴＶ（Community Antenn
a Television）回線）、移動体通信網（基地局等を含む）、及びゲートウェイ等により構
築されている。
【００３５】
　情報提供サーバ１（本発明における情報処理装置の一例）は、例えば、商品（取引対象
の一例）の購入（取引の一例）が可能な電子商店街やインターネットオークションに関す
る各種処理を実行するサーバ装置である。ユーザは、電子商店街を利用することにより、
所望の店舗から所望の商品を購入することができる。また、ユーザは、オークションで商
品を出品したり、出品されている商品を入札したりすることができる。情報提供サーバ１
は、店舗端末２やユーザ端末３からのリクエストに応じて、例えば、電子商店街やオーク
ションのＷｅｂページを送信したり、商品の検索、購入、出品、入札等に関する処理を行
ったりする。
【００３６】
　店舗端末２は、電子商店街に出店している店舗の従業員等により利用される端末装置で
ある。店舗端末２は、例えば、販売する商品の情報を電子商店街に登録したり、商品の注
文内容を確認したりするために用いられる。また、店舗端末２は、従業員等からの操作に
基づいて情報提供サーバ１にアクセスすることにより、情報提供サーバ１からＷｅｂペー
ジを受信して表示する。店舗端末２には、Ｗｅｂブラウザや電子メールクライアント等の
ソフトウェアが組み込まれている。店舗端末２としては、例えば、パーソナルコンピュー
タ等が用いられる。
【００３７】
　ユーザ端末３は、電子商店街やオークションを利用するユーザの端末装置である。ユー
ザ端末３は、ユーザからの操作に基づいて情報提供サーバ１にアクセスすることにより、
情報提供サーバ１からＷｅｂページを受信して表示する。ユーザ端末３には、Ｗｅｂブラ
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ウザや電子メールクライアント等のソフトウェアが組み込まれている。ユーザ端末３とし
ては、例えば、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、スマ
ートフォン等の携帯情報端末、携帯電話機、携帯ゲーム機等が用いられる。
【００３８】
　次に、情報提供サーバ１の構成について、図２及び図３を用いて説明する。
【００３９】
　図２は、本実施形態に係る情報提供サーバ１の概要構成の一例を示すブロック図である
。図２に示すように、情報提供サーバ１は、通信部１１と、記憶部１２と、入出力インタ
ーフェース１３と、システム制御部１４と、を備えている。そして、システム制御部１４
と入出力インターフェース１３とは、システムバス１５を介して接続されている。なお、
情報提供サーバ１は、Ｗｅｂサーバ、アプリサーバ、及びデータベースサーバ等の複数の
サーバ装置で構成され、これらのサーバが互いにＬＡＮ等で接続されてもよい。
【００４０】
　通信部１１は、ネットワークＮＷに接続して、店舗端末２やユーザ端末３等との通信状
態を制御するようになっている。
【００４１】
　記憶部１２（本発明における記憶手段の一例）は、例えば、ハードディスクドライブ等
により構成されている。記憶部１２には、ユーザ端末３に表示させるＷｅｂページを構成
する構造化文書ファイル（例えばＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language）文書やＸＨＴ
ＭＬ文書等）及び画像データ等が記憶されている。
【００４２】
　また、記憶部１２には、会員情報ＤＢ（データベース）１２ａ、ジャンル情報ＤＢ１２
ｂ、店舗情報ＤＢ１２ｃ、商品情報ＤＢ１２ｄ、閲覧履歴ＤＢ１２ｅ、購入履歴（取引履
歴の一例）ＤＢ１２ｆ、参照リスト登録履歴ＤＢ１２ｇ等のデータベースが構築されてい
る。なお、これらの各種ＤＢの全部又は一部は、情報提供サーバ１がアクセス可能な所定
のサーバの記憶手段に設けられてもよい。
【００４３】
　図３（ａ）は、会員情報ＤＢ１２ａに記録される項目の一例を示す図である。会員情報
ＤＢ１２ａには、会員登録しているユーザに関する会員情報が記録される。具体的に、会
員情報ＤＢ１２ａには、ユーザＩＤ、パスワード、ニックネーム、氏名、生年月日、性別
、郵便番号、住所、電話番号、及び電子メールアドレス等のユーザの属性が、ユーザ毎に
対応付けて記録される。ここで、ユーザＩＤは、ユーザ毎に固有の識別情報である。ユー
ザＩＤ及びパスワードは、ログイン処理（ユーザの認証処理）に使用される認証情報であ
る。
【００４４】
　図３（ｂ）は、ジャンル情報ＤＢ１２ｂに記録される項目の一例を示す図である。ジャ
ンル情報ＤＢ１２ｂには、商品のジャンル（カテゴリ）に関するジャンル情報が記録され
ている。具体的に、ジャンル情報ＤＢ１２ｂには、ジャンルＩＤ、ジャンル名、ジャンル
のレベル、親ジャンルＩＤ、及び子ジャンルＩＤリスト等のジャンルの属性が、ジャンル
毎に対応付けて記録される。ここで、ジャンル情報は、例えば、電子商店街の管理者等に
より設定される。ジャンルＩＤは、ジャンル毎に固有の識別情報である。商品のジャンル
は、木構造で階層的に定義されており、木構造の各ノードが、ジャンルに相当する。そし
て、ノードの深さが、そのノードに相当するジャンルのレベル（階層）に相当する。親ジ
ャンルＩＤは、ジャンル情報によって定義されるジャンルの親ジャンルのジャンルＩＤで
ある。子ジャンルＩＤリストは、ジャンル情報によって定義されるジャンルの子ジャンル
のジャンルＩＤを登録するリストである。子ジャンルＩＤリストは、ジャンル情報によっ
て定義されるジャンルが子ジャンルを有する場合に設定される。
【００４５】
　図３（ｃ）は、店舗情報ＤＢ１２ｃに記録される項目の一例を示す図である。店舗情報
ＤＢ１２ｃには、電子商店街に出店した店舗に関する店舗情報が記録される。店舗は、取
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引対象としての商品を提供する提供者の一例である。具体的に、店舗情報ＤＢ１２ｃには
、店舗ＩＤ、パスワード、店舗名、郵便番号、住所、電話番号、電子メールアドレス、及
び店舗に対する評価（レビュー）情報等の店舗の属性が、店舗毎に対応付けて記録される
。ここで、店舗ＩＤは、店舗毎に固有の識別情報である。店舗ＩＤ及びパスワードは、ロ
グイン処理に使用される認証情報である。店舗に対する評価情報は、例えば「１～５」ま
での評価点で表され、評価点が高いほど評価が高い。この評価点は、例えば、店舗から商
品を購入した各ユーザにより入力（Ｗｅｂページ上で入力）された評価点の平均とされる
。評価点が高い店舗ほどユーザにとって満足度の高い店舗ということができる。
【００４６】
　図３（ｄ）は、商品情報ＤＢ１２ｄに記録される項目の一例を示す図である。商品情報
ＤＢ１２ｄには、電子商店街に出品された商品に関する商品情報が記録される。具体的に
、商品情報ＤＢ１２ｄには、商品ＩＤ、商品を販売する店舗の店舗ＩＤ、商品コード、商
品が属するジャンルのジャンルＩＤ、関連商品リスト、商品名、商品画像のＵＲＬ（Unif
orm Resource Locator）、商品説明、商品数量、商品価格、発売時期、商品の版数（バー
ジョンナンバー）は、付与ポイント（ポイント付与率）、商品の在庫数、支払方法、配送
方法、配送日数及び配送料金等の情報が、商品毎及び店舗毎に対応付けて記録される。こ
こで、商品ＩＤは、商品毎に固有の識別情報であり、同一の商品であっても販売する店舗
が異なれば商品ＩＤも異なる。商品コードは、商品を識別するコード番号である。商品コ
ードとしては、例えば、ＪＡＮ（Japanese Article Number Code）コード等があり、販売
する店舗が異なっても同一の商品であれば商品コードも同一である。商品が属するジャン
ルのジャンルＩＤは、例えば、最上位レベル１～最下位レベル５における各ジャンルのジ
ャンルＩＤである。
【００４７】
　また、関連商品リストは、出品された商品に関連する商品の情報（以下、「関連商品情
報」という）を登録するリストである。関連商品情報には、例えば、関連する商品の商品
コードが含まれる。なお、関連商品情報には、商品名及びジャンルＩＤが含まれてもよい
。なお、関連する商品がない場合、関連商品リストには関連商品情報が登録されない（Ｎ
ＵＬＬとなる）。出品された商品に関連する商品としては、例えば、出品された商品との
間で商品名が部分一致する商品で、且つジャンルが一致する商品が該当する。商品名が部
分一致するかどうかの判定は、例えば、システム制御部１４が商品名をデータマイニング
することで抽出したキーワードやパターンが一致するかどうかを判定することにより行わ
れる。このキーワードは、例えば、商品名にアルファベットと数字からなる商品型番（例
えば、ABC-301型）が含まれている場合、そのうちアルファベットの部分（例えば、ABC)
が該当する。また、ジャンルが一致するかどうかの判定は、例えば、システム制御部１４
が、最上位レベル１～最下位レベル５の間で、所定のレベル（例えば最下位レベル５）ま
でのジャンルが一致するかどうかを判定することにより行われる。このような判定及び関
連商品リストへの登録は、例えば所定時間毎に実行される。なお、出品された商品に関連
する商品としては、例えば、ジャンルが一致するかどうかに拘らず、出品された商品との
間で商品名が部分一致する商品が該当するものであってもよい。
【００４８】
　また、商品数量は、複数の商品がセットで販売されるセット商品（例えば、１巻～１０
巻までの本）の場合、１セットに含まれる商品の数であり、この場合の商品価格は当該１
セットあたりのセット商品の価格である。一方、セット商品でない場合、商品数量は１つ
であり、この場合の商品価格は当該１つあたりの商品の価格である。なお、商品数量に代
えて商品重量が記録される商品もある（例えば、米の場合、１袋５ｋｇ）。商品の版数は
、商品が改訂された場合に付与される番号であり、「いつ」の「何番目」の版であるか示
すものである。付与ポイントは、商品を購入したユーザに対して付与されるポイントであ
る。また、ポイント付与率は、購入された商品の価格に対して何ポイント付与（商品を購
入したユーザに対して付与）されるかという割合である。例えば、１０００円に対して１
ポイント付与されるのであれば、ポイント付与率は０．１％ということになる。このよう
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なポイントは、ユーザが商品の決済（支払い）に使用することができる。そのため、ポイ
ント付与率が高い商品ほどユーザにとってお得な商品ということができる。配送方法には
、メール便、宅配便、即日配送、郵便等がある。配送方法によって、配送料金、及び商品
到着までの所要日数が異なる。なお、配送方法によって、補償の有無や額も異なる。なお
、即日配送の場合、配送日数は原則として１日である。
【００４９】
　図３（ｅ）は、閲覧履歴ＤＢ１２ｅに記録される項目の一例を示す図である。閲覧履歴
ＤＢ１２ｅには、ユーザが閲覧したページ（商品情報が掲載されるＷｅｂページ）に配置
された商品の閲覧履歴が記録される。具体的に、閲覧履歴ＤＢ１２ｅには、閲覧したユー
ザのユーザＩＤ、閲覧されたページのＵＲＬ、閲覧されたページに配置された商品の商品
ＩＤ、商品コード、商品名、ジャンルＩＤ、該商品を販売（提供）する店舗の店舗ＩＤ、
及び閲覧日時等の情報が、ユーザ毎に対応付けて記録される。なお、閲覧履歴は、ログイ
ンしているユーザの操作によりＷｅｂページがユーザ端末３に表示された場合に記録され
る。或いは、ユーザ端末３のＷｅｂブラウザにより保存されている閲覧履歴が、該ユーザ
端末３のユーザのログイン時に情報提供サーバ１により取得され記録されてもよい。
【００５０】
　図３（ｆ）は、購入履歴ＤＢ１２ｆに記録される項目の一例を示す図である。購入履歴
ＤＢ１２ｆには、ユーザが購入した商品の購入履歴（取引履歴の一例）が記録される。具
体的に、購入履歴ＤＢ１２ｆには、購入したユーザのユーザＩＤ、購入された商品の商品
ＩＤ、商品コード、商品名、ジャンルＩＤ、該商品を販売した店舗（購入先の店舗）の店
舗ＩＤ、購入数量、購入価格、及び購入日時（注文日時）等の情報が、ユーザ毎に対応付
けて記録される。なお、購入履歴は、商品の購入手続きを行うためのＷｅｂページにおい
て、ユーザの操作により商品の購入手続きが確定した場合に記録される。
【００５１】
　図３（ｇ）は、参照リスト登録履歴ＤＢ１２ｇに記録される項目の一例を示す図である
。参照リスト登録履歴ＤＢ１２ｇには、所定の参照リストにユーザが登録した商品（例え
ば、商品ＩＤが登録）の登録履歴が記録される。具体的に、参照リスト登録履歴ＤＢ１２
ｇには、参照リストに登録したユーザのユーザＩＤ、参照リストに登録された商品の商品
ＩＤ、商品コード、商品名、ジャンルＩＤ、該商品を販売する店舗の店舗ＩＤ、及び登録
日時等の情報が、ユーザ毎に対応付けて記録される。なお、所定の参照リストの例として
は、お気に入りリスト、ブックマークリスト、買い物かごリスト、ウォッチリストなどが
挙げられる。ユーザは、このような参照リストに、例えば購入対象または他のユーザへの
推奨対象として、お気に入りの商品または気になる商品を登録することができる。なお、
登録履歴は、ログインしているユーザの操作により所定の参照リストに商品が登録された
場合に記録される。
【００５２】
　さらに、記憶部１２には、オペレーティングシステム（ＯＳ）、ＷＷＷ（World Wide W
eb）サーバプログラム、ＤＢＭＳ（Database Management System）、本発明の情報処理プ
ログラム等の各種プログラム、さらには各種設定データ及びテーブルが記憶されている。
なお、各種プログラムは、例えば、他のサーバ装置等からネットワークＮＷを介して取得
されるようにしてもよいし、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）等の記録媒体に記録され
てドライブ装置を介して読み込まれるようにしてもよい。
【００５３】
　入出力インターフェース１３は、通信部１１及び記憶部１２とシステム制御部１４との
間のインターフェース処理を行うようになっている。
【００５４】
　システム制御部１４は、ＣＰＵ１４ａ、ＲＯＭ（Read Only Memory）１４ｂ、ＲＡＭ（
Random Access Memory）１４ｃ等により構成されている。そして、システム制御部１４は
、コンピュータとしてのＣＰＵ１４ａが、各種プログラムを読み出し実行することにより
、本発明における特定手段、抽出手段、提示手段、第１制限手段、第２制限手段、通知手
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段、集計手段、及び項目特定手段として機能し（つまり、本発明の情報処理プログラムが
、ＣＰＵ１４ａに上記手段を実行させる）、後述する処理を行う。
【００５５】
　以上の構成において、情報提供サーバ１は、ユーザ端末３のユーザにより選択されよう
とする商品と同一又は関連し、且つ該商品より有利な条件が対応付けられる商品を、ユー
ザにより過去に参照された商品に関する情報を記憶する記憶部１２から抽出して、該抽出
された商品（以下、「有利な商品」という）を該ユーザに提示するようになっている。こ
れにより、ユーザに、過去に参照された、有利な商品の存在を知らせ、ユーザにとって不
利な取引や不利な商品の登録を未然に防ぐことが可能となる。
【００５６】
　なお、本実施形態において、商品のそれぞれには、１以上の取引条件項目毎に条件（言
い換えれば、取引条件項目に対応する具体的内容）が対応付けられている。取引条件項目
の例としては、上述した商品数量、商品価格、発売時期、商品の版数（バージョンナンバ
ー）、付与ポイント（ポイント付与率）、商品の在庫数、支払方法、配送方法、配送日数
、配送料金、及び商品を販売する店舗に対する評価情報等、複数種類が挙げられる。ただ
し、これら複数種類の取引条件項目のうち、全部の取引条件項目が対応付けられている商
品もあれば、一部（少なくとも１以上）の取引条件項目が対応付けられている商品もある
。また、本実施形態において、ユーザにより過去に参照された商品に関する情報の例とし
ては、上述した閲覧履歴、購入履歴、及び登録履歴の少なくとも何れかの一つの履歴に含
まれる情報が該当する。このような履歴に示される商品は、ユーザが過去に少なくとも１
回は参照することで目にふれている商品と言うことができる。
【００５７】
　［２．情報提供システムの動作］
　次に、情報提供システムＳの動作について、図４乃至図６を用いて説明する。図４（Ａ
）は、情報提供サーバ１のシステム制御部１４における情報提供処理を示すフローチャー
トであり、図４（Ｂ）は、情報提供サーバ１のシステム制御部１４における商品登録処理
を示すフローチャートである。図５は、商品一覧を掲載するＷｅｂページの表示例を示す
図である。図６は、ユーザにより選択されようとする商品より有利な商品が抽出される様
子を示す図である。
【００５８】
　なお、以下の説明において、ユーザ端末３は、情報提供サーバ１との間でセッションが
確立し、図５（Ａ）に示すようなＷｅｂページを情報提供サーバ１から取得して表示して
いるものとする。また、情報提供サーバ１のログイン処理によりユーザ端末３のユーザは
ログインしているものとする。これにより、情報提供サーバ１により発行されたクッキー
（該ユーザのユーザＩＤを含む）がユーザ端末３に保存される。このようなクッキーは、
ユーザ端末３から情報提供サーバ１へ送信されるリクエストに付加される。
【００５９】
　図５（Ａ）に示すＷｅｂページに表示された商品一覧に含まれる商品には、それぞれ、
商品を選択してお気に入りリストに登録するための選択ボタン５１が対応付けられて表示
されている。この選択ボタン５１は、例えば、画像やテキストにより構成される。また、
選択ボタン５１には情報提供サーバ１へのリンク（ハイパーリンク）が設定されている。
そして、ユーザにより該選択ボタン５１が選択されるとＷｅｂブラウザによりこれが検知
され、該選択ボタン５１に対応する商品をお気に入りリストへ登録する要求が情報提供サ
ーバ１に送信され、その結果、選択された商品がお気に入りリストに登録されることにな
る。ここで、商品の選択（つまり、選択ボタン５１の選択）は、例えば、ユーザ端末３の
ポインティングデバイス（例えばマウス）のポインタ５２が選択ボタン５１を指し示して
いる（例えばポインタ５２が選択ボタン５１の表示範囲内にマウスオーバー（重畳）され
る）状態でユーザにより選択操作がなされる（例えばマウスのボタンが押される（クリッ
クされる））と実行される。一方、ユーザ端末３のポインティングデバイスのポインタ５
２が選択ボタン５１を指し示しているがユーザによる選択操作がなされていない状態を、
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「商品が選択されようとしている」状態と定義する。本実施形態では、「商品が選択され
ようとしている」状態がＷｅｂブラウザにより検知されると、商品が選択されようとして
いることを示す情報（以下、「商品選択直前情報」という）が情報提供サーバ１に送信さ
れ、なおかつ当該選択ボタン５１の近傍または選択ボタン５１上（つまり重畳）に情報提
供サーバ１からの有利な商品の情報がポップアップ表示されるように構成される。これは
、Ｗｅｂページを構成する構造化文書内で、例えば、スクリプト（例えば、JavaScript（
登録商標）)で規定することにより実現される。なお、各商品に対応する選択ボタン５１
を含む表示データは、例えば、Ｗｅｂページを構成する構造化文書で例えばｄｉｖタグ（
<div>・・・</div>）により商品毎に纏められた要素として記述される。また、選択ボタ
ン５１の近傍とは、例えば、選択ボタン５１の表示領域の外縁から所定ピクセル（例えば
、３０ピクセル）以内の位置をいう。これは、ユーザが選択ボタン５１を注視していると
きに、一目でただちに視認できる位置（言い換えれば、選択ボタン５１の選択を躊躇する
ことが可能な位置）であればよい。また、上記表示データには、例えば商品の商品ＩＤ、
該商品を販売する店舗の店舗ＩＤ、及び選択ボタン５１のボタン属性等が含まれる。ボタ
ン属性は、商品の購入のための選択であるか、或いは上記参照リストへの商品の登録のた
めの選択であるかを示す。図５（Ａ）に示す選択ボタン５１のボタン属性は、参照リスト
への商品の登録のための選択であることを示す。なお、商品の購入のための選択ボタンは
、商品の購入手続きを行うためのＷｅｂページにおいて、例えば「商品注文手続きへ」ボ
タンとして設けられる。
【００６０】
　そして、図５（Ａ）に示すような表示状態において、ユーザが、ポインティングデバイ
スを操作することでそのポインタ５２により、気になる商品に対応する選択ボタン５１が
指し示されると、ユーザ端末３のＷｅｂブラウザは、これを検知し、上述した商品選択直
前情報を含むリクエストを情報提供サーバ１へ送信する。このリクエストは、例えばAJAX
リクエストとして情報提供サーバ１へ送信（例えば"onmouseover"のイベント発生により
送信）される。また、商品選択直前情報には、例えば、該商品の商品ＩＤ、店舗ＩＤ、及
び上記指し示された（マウスオーバーされた）選択ボタン５１のボタン属性等の情報が含
まれる。なお、リクエストには、ユーザのログインによりユーザ端末３に保存されたクッ
キーが付加される。
【００６１】
　なお、上記「商品が選択されようとしている」状態は、商品に対応する選択ボタン５１
をポインタ５２が指し示す直前の状態、つまり、選択ボタン５１の表示範囲外であるが該
表示範囲の近傍範囲（この近傍範囲は予め設定される）内にポインティングデバイスのポ
インタ５２が位置する状態としてもよい。この場合、選択ボタン５１の表示範囲の近傍範
囲内にポインティングデバイスのポインタ５２が位置すると、ユーザ端末３のＷｅｂブラ
ウザは、これを検知し、商品選択直前情報を含むリクエストを情報提供サーバ１へ送信す
ることになる。
【００６２】
　そして、情報提供サーバ１は、ユーザ端末３から上記商品選択直前情報を含むリクエス
トを受信すると、図４（Ａ）に示す処理を開始する。図４（Ａ）に示すステップＳ１では
、情報提供サーバ１のシステム制御部１４は、受信されたリクエストに含まれる商品選択
直前情報から、商品ＩＤ、店舗ＩＤ、及びボタン属性等の情報を取得する。
【００６３】
　次いで、システム制御部１４は、ステップＳ１で取得された商品ＩＤに基づき、ユーザ
により選択されようとする商品を特定する（ステップＳ２）。次いで、システム制御部１
４は、上記リクエストを送信したユーザ端末３のユーザの履歴（つまり、受信されたリク
エストに付加されたユーザＩＤに対応付けられた履歴）であって、購入履歴ＤＢ１２ｆに
記録されている購入履歴、参照リスト登録履歴ＤＢ１２ｇに記録されている登録履歴、及
び閲覧履歴ＤＢ１２ｅに記録されている閲覧履歴のうち少なくとも何れか一つの履歴を参
照する（ステップＳ３）。そして、システム制御部１４は、ステップＳ２で特定した商品
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と同一の商品と、ステップＳ２で特定した商品に関連する商品とのうち少なくとも何れか
一方の商品を、ステップＳ３で参照した履歴から特定できるか否かを判定する（ステップ
Ｓ４）。そして、当該商品を履歴から特定できないと判定された場合には（ステップＳ４
：ＮＯ）、図４（Ａ）に示す処理が終了される。つまり、この場合、ユーザにより選択さ
れようとしている商品が最も有利な商品であるため、それ以外の有利な商品の提示は行わ
れず、ユーザは安心して選択しようとしている商品を選択することができる。
【００６４】
　一方、システム制御部１４は、当該商品を履歴から特定できると判定した場合には（ス
テップＳ４：ＹＥＳ）、図６に示すように、当該商品を履歴から特定（例えば商品ＩＤで
特定）する（ステップＳ５）。図６に示す例では、ステップＳ５の処理により、６件の商
品が特定されている。ここで、例えば、ステップＳ２で特定された商品の商品コードと同
一の商品コードが（商品名の全部及びジャンルが同一でもよい）、購入履歴、登録履歴、
及び閲覧履歴の少なくとも何れかの一つの履歴に含まれていれば、該履歴に含まれている
商品コードを持つ商品が、ステップＳ２で特定された商品と同一の商品として特定される
。なお、ステップＳ２で特定された商品を販売する店舗と、該商品と同一の商品を販売す
る店舗とが同一（店舗ＩＤが同一）の場合、ステップＳ２で特定された商品と同一の商品
についてはステップＳ３における特定から除外するように構成してもよい。一方、ステッ
プＳ２で特定された商品に関連する商品は次のように特定される。すなわち、ステップＳ
２で特定された商品の商品ＩＤに対応付けられた関連商品リスト（つまり、商品情報ＤＢ
１２ｄに記録された関連商品リスト）に登録されている商品関連情報（例えば、商品コー
ド（或いは、商品名及びジャンルＩＤでもよい））が、購入履歴、登録履歴、及び閲覧履
歴の少なくとも何れかの一つの履歴に含まれていれば、該履歴に含まれている商品関連情
報を持つ商品が、ステップＳ２で特定された商品に関連する商品として特定される。
【００６５】
　なお、システム制御部１４は、上記ステップＳ１で取得されたボタン属性に基づいて上
記履歴の参照優先順位を決定し、決定した参照優先順位にしたがって履歴を参照し、該参
照した履歴から商品を特定できるか否かを判定するように構成してもよい。例えば、上記
ステップＳ１で取得されたボタン属性が上記参照リストへの商品の登録のための選択であ
ることを示す場合、システム制御部１４は、参照優先順位を、登録履歴→購入履歴→閲覧
履歴という順で決定する。そして、システム制御部１４は、決定した参照優先順位にした
がって、先ず、登録履歴を参照して、上述した商品を登録履歴から特定できるか否かを判
定する。そして、システム制御部１４は、該商品を登録履歴から特定できると判定した場
合には、該商品を登録履歴から特定して、ステップＳ６へ進む。一方、システム制御部１
４は、該商品を登録履歴から特定できないと判定した場合には、次に、購入履歴を参照し
て、上述した商品を購入履歴から特定できるか否かを判定する。そして、システム制御部
１４は、該商品を購入履歴から特定できると判定した場合には、該商品を購入履歴から特
定して、ステップＳ６へ進む。一方、システム制御部１４は、該商品を購入履歴から特定
できないと判定した場合には、次に、閲覧履歴を参照して、上述した商品を閲覧履歴から
特定できるか否かを判定する。そして、システム制御部１４は、該商品を閲覧履歴から特
定できると判定した場合には、該商品を閲覧履歴から特定して、ステップＳ６へ進む。一
方、システム制御部１４は、該商品を閲覧履歴から特定できないと判定した場合には、図
４（Ａ）に示す処理が終了される。このような構成によれば、ユーザが参照リストへ商品
を登録しようとする際には、該商品より有利な商品を、より効果的に該ユーザへ提示する
ことが可能となる。
【００６６】
　一方、例えば、上記ステップＳ１で取得されたボタン属性が商品の購入のための選択で
あることを示す場合、システム制御部１４は、参照優先順位を、購入履歴→登録履歴→閲
覧履歴という順で決定する。そして、システム制御部１４は、決定した参照優先順位にし
たがって、先ず、購入履歴を参照して、上述した商品を購入履歴から特定できるか否かを
判定する。そして、システム制御部１４は、該商品を購入履歴から特定できると判定した
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場合には、該商品を購入履歴から特定して、ステップＳ６へ進む。一方、システム制御部
１４は、該商品を購入履歴から特定できないと判定した場合には、次に、登録履歴を参照
して、上述した商品を登録履歴から特定できるか否かを判定する。そして、システム制御
部１４は、該商品を登録履歴から特定できると判定した場合には、該商品を登録履歴から
特定して、ステップＳ６へ進む。一方、商品を登録履歴から特定できない場合、上記ボタ
ン属性が上記参照リストへの商品の登録のための選択であることを示す場合と同様である
。このような構成によれば、ユーザが商品を購入しようとする際には、該商品より有利な
商品を、より効果的に該ユーザへ提示することが可能となる。
【００６７】
　また、システム制御部１４は、例えばステップＳ５において、ステップＳ３で参照した
履歴における商品の中で、現時点（つまり、ステップＳ５の処理を行っている時）から過
去所定時間（例えば、２週間）以内にユーザにより参照された商品を特定対象から除外す
るように構成してもよい。つまり、現時点から過去所定時間以内にユーザにより参照され
た商品のユーザへの提示を制限するのである。これは、商品の参照からそれほど時間が経
っていなければ、該商品をユーザは覚えていると想定されるためである。例えば、システ
ム制御部１４は、購入履歴から商品を特定する場合、購入履歴に含まれる該商品の購入日
時が現時点から過去所定時間以内にあれば、該商品を特定対象から除外する。また、例え
ば、システム制御部１４は、登録履歴から商品を特定する場合、登録履歴に含まれる該商
品の登録日時が現時点から過去所定時間以内にあれば、該商品を特定対象から除外する。
また、例えば、システム制御部１４は、閲覧履歴から商品を特定する場合、閲覧履歴に含
まれる該商品の閲覧日時が現時点から過去所定時間以内にあれば、該商品を特定対象から
除外する。これにより、ユーザに対して商品が必要以上に提示されることを防止すること
ができ、ユーザに対して煩雑さを与えたり混乱させたりすることを回避することができる
。また、商品が必要以上に提示されることを防止することができるので、当該商品に関す
るデータ要求を低減できるため、システム負荷を軽減できる。　
【００６８】
　また、システム制御部１４は、例えばステップＳ５において、ステップＳ３で参照した
履歴における商品の中で、現時点から過去に遡って所定件数（例えば、３０件）以内の商
品を特定対象から除外するように構成してもよい（例えば、現時点から過去所定時間以内
にユーザにより参照された商品を除外する構成とのＯＲ条件）。つまり、現時点から過去
に遡って所定件数以内の商品のユーザへの提示を制限するのである。このような商品も、
ユーザの参照からそれほど時間が経っていない商品と見做すことができる。この構成によ
っても、ユーザに対して商品が必要以上に提示されることを防止することができ、ユーザ
に対して煩雑さを与えたり混乱させたりすることを回避することができる。また、商品が
必要以上に提示されることを防止することができるので、当該商品に関するデータ要求を
低減できるため、システム負荷を軽減できる。
【００６９】
　次に、システム制御部１４は、ステップＳ２で特定された商品の複数種類の取引条件項
目のうち比較対象となる取引条件項目に対応する条件と、ステップＳ５で特定された商品
の複数種類の取引条件項目のうち上記比較対象となる取引条件項目に対応する条件を、例
えばそれぞれの商品ＩＤをキーとして、商品情報ＤＢ１２ｄと店舗情報ＤＢ１２ｃの少な
くとも何れか一方から取得する（ステップＳ６）。ここで、比較対象となる取引条件項目
は、例えば電子商店街の管理者或いはユーザにより１以上、任意に設定される。例えば、
上記比較対象となる取引条件項目が商品価格である場合、上記特定された商品の商品価格
に対応する条件（商品に対応付けられた条件：例えば、1,300円）が取得される。なお、
図６（Ａ）に示す例には、比較対象となる取引条件項目が商品価格である場合について示
しているが、比較対象となる取引条件項目が複数設定される場合もある（例えば、商品価
格と商品の在庫数など）。
【００７０】
　次いで、システム制御部１４は、ステップＳ６で取得された各条件（つまり、ステップ
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Ｓ２で特定された商品に対応付けられた条件と、ステップＳ５で特定された商品に対応付
けられた条件）とを比較し、ステップＳ２で特定された商品よりユーザにとって取引上有
利な条件が対応付けられた有利な商品が、ステップＳ５で特定された商品中にあるか否か
を判定する（ステップＳ７）。そして、システム制御部１４は、ユーザにとって取引上有
利な条件が対応付けられた有利な商品がステップＳ５で特定された商品中にないと判定し
た場合には（ステップＳ７：ＮＯ）、図４（Ａ）に示す処理が終了される。つまり、この
場合、ユーザにより選択されようとしている商品が最も有利な商品であるため、それ以外
の有利な商品の提示は行われず、ユーザは安心して選択しようとしている商品を選択する
ことができる。
【００７１】
　一方、システム制御部１４は、ユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられた有利
な商品がステップＳ５で特定された商品中にあると判定した場合には（ステップＳ７：Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ２で特定された商品よりユーザにとって取引上有利な条件が対応付け
られた有利な商品を、ステップＳ５で特定された商品の中から抽出（例えば、有利な商品
の商品ＩＤ、商品名等を抽出）する（ステップＳ８）。ここで、どのような条件がユーザ
にとって取引上有利であるかは、取引条件項目毎に予め設定される。例えば、比較対象と
なる取引条件項目が商品価格である場合、商品価格が高い商品より商品価格が安い商品の
方が、ユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられた有利な商品であると判定される
ように設定される。図６に示す例では、ユーザにより選択されるようとする商品（商品名
：Food-abc、商品価格：1,300円）よりユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられ
た有利な商品として、３つの商品が抽出されている。なお、各商品の商品価格に各商品の
配送料金を加算し、加算された総額を各商品の条件として比較するように構成してもよい
。また、商品価格が同一であるときには、商品数量が少ない商品（例えば、１巻～１０巻
までの本）より商品数量が多い商品（例えば、１巻～１５巻までの本）の方が、ユーザに
とって取引上有利な条件が対応付けられた有利な商品であると判定されるように設定され
てもよい。
【００７２】
　また、比較対象となる取引条件項目がポイント付与率である場合、ポイント付与率が低
い商品よりポイント付与率が高い商品の方がユーザにとって取引上有利な条件が対応付け
られた有利な商品であると判定されるように設定される。また、比較対象となる取引条件
項目が商品の在庫数である場合、在庫数が少ない商品より在庫数が多い商品の方がユーザ
にとって取引上有利な条件が対応付けられた有利な商品であると判定されるように設定さ
れる。また、比較対象となる取引条件項目が商品を販売する店舗に対する評価情報である
場合、評価が低い店舗で販売される商品より評価が高い店舗で販売される商品の方がユー
ザにとって取引上有利な条件が対応付けられた有利な商品であると判定されるように設定
される。また、比較対象となる取引条件項目が発売時期である場合、発売時期がより新し
い商品の方がユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられた有利な商品であると判定
されるように設定される。また、比較対象となる取引条件項目が版数である場合、版数が
小さい商品より版数が大きい商品の方がユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられ
た有利な商品であると判定されるように設定される。また、比較対象となる取引条件項目
が配送日数である場合、配送日数が多い商品より配送日数が少ない商品の方がユーザにと
って取引上有利な条件が対応付けられた有利な商品であると判定されるように設定される
。なお、比較対象となる取引条件項目が複数設定される場合において、ユーザにとって取
引上有利な条件（つまり、組合せの条件）の判定方法については後述する。
【００７３】
　ところで、比較対象となる取引条件項目が配送方法等のように、どのような条件である
場合にユーザにとって取引上有利であるかを一律に決めることが困難な取引条件項目もあ
る。例えば、配送方法に対応する条件が、メール便と、即日配送とを比較すると、商品を
早く欲しいユーザにとっては即日配送の方がユーザにとって取引上有利（好都合）である
一方、安い送料で商品を欲しいユーザにとってはメール便の方がユーザにとって取引上有
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利であると推定される。そのため、この場合、どのような条件がユーザにとって取引上有
利であるかは、例えば、システム制御部１４が該ユーザの購入履歴を参照して該ユーザが
過去に選択した条件の統計をとり、その統計結果に基づいて設定するように構成してもよ
い。例えば、ユーザが最も多く選択している条件が該ユーザにとって取引上有利な条件で
あると設定される。これにより、例えば、比較対象となる取引条件項目が配送方法である
場合、上記設定された例えば配送方法として即日配送が対応付けられていない商品より、
即日配送が対応付けられた商品の方がユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられた
有利な商品であると判定されるように設定される。
【００７４】
　次いで、システム制御部１４は、ステップＳ８で抽出された有利な商品をユーザに提示
する提示処理を行う（ステップＳ９）。例えば、システム制御部１４は、ステップＳ７で
抽出された有利な商品の情報を含むポップアップ表示用データを生成してユーザ端末３へ
送信する。なお、有利な商品の情報には、例えば、該商品の商品ＩＤ、商品名、及び比較
対象となった取引条件項目に対応する条件等が含まれる。こうして送信されたポップアッ
プ表示用データをユーザ端末３が受信すると、Ｗｅｂブラウザによりポップアップ表示用
データに含まれる有利な商品の情報が、図５（Ｂ）に示すように、マウスオーバーされて
いる選択ボタン５１の近傍にポップアップ表示される。図５（Ｂ）に示す例では、ポップ
アップ表示として、ポップアップウィンドウＷ内に有利な商品の商品名５３が表示されて
いる。そして、図５（Ｂ）に示す例では、ポップアップウィンドウＷの表示領域の外縁の
一部が、選択ボタン５１の表示領域の外縁の一部と接するように構成（或いは、お互いの
表示領域の一部重ならせるように構成）することで、有利な商品の情報を選択ボタン５１
の近傍にポップアップ表示させている。これにより、ユーザが選択しようとする商品より
有利な商品が提示される。ポップアップ表示された有利な商品の商品名５３には、リンク
が設定されている。なお、有利な商品の情報は、ポップアップ表示されるのではなく、Ｗ
ｅｂページ内の所定の表示領域に挿入されて表示されてもよい。
【００７５】
　なお、ユーザ端末３に表示されているＷｅｂページが商品の購入手続きを行うためのＷ
ｅｂページである場合、ポップアップ表示用データに含まれる有利な商品の情報が、例え
ば「商品注文手続きへ」ボタンの近傍にポップアップ表示されることになる。
【００７６】
　そして、図５（Ｂ）に示すような表示状態において、ユーザにより、有利な商品の商品
名５３が選択（つまり、有利な商品が選択）されるとＷｅｂブラウザによりこれが検知さ
れ、選択された商品を参照リスト（例えばお気に入りリスト）へ登録する処理を要求する
リクエスト（以下、「有利な商品の登録リクエスト」という）が情報提供サーバ１に送信
される。また、ユーザ端末３に表示されているＷｅｂページが商品の購入手続きを行うた
めのＷｅｂページである場合、ポップアップ表示された有利な商品の商品名が選択（つま
り、有利な商品が選択される）されるとＷｅｂブラウザによりこれが検知され、選択され
た商品の購入手続を行う処理を要求するリクエスト（以下、「有利な商品の購入手続リク
エスト」という）が情報提供サーバ１に送信されることになる。なお、ユーザにより、有
利な商品の商品名５３が選択（つまり、有利な商品が選択）されるとＷｅｂブラウザによ
りこれが検知され、選択された商品の詳細情報を表示するＷｅｂページへ表示遷移するよ
うに構成してもよい。つまり、この場合、選択された商品を参照リストへ登録する処理、
又は選択された商品の購入手続を行う処理が行われることに代えて、選択された商品の詳
細情報がユーザへ提示されることになる。
【００７７】
　一方、図５（Ｂ）に示すように、ユーザにより選択されようとする商品より有利な商品
がユーザに提示されたにも拘らず、該ユーザにより選択ボタン５１が選択（つまり、不利
な商品が選択）されるとＷｅｂブラウザによりこれが検知され、該選択ボタン５１に対応
する商品を参照リスト（例えばお気に入りリスト）へ登録する処理を要求するリクエスト
（以下、「不利な商品の登録リクエスト」という）が情報提供サーバ１に送信される。ま
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た、ユーザ端末３に表示されているＷｅｂページが商品の購入手続きを行うためのＷｅｂ
ページである場合、ユーザにより例えば商品注文手続きへボタンが選択（つまり、不利な
商品が選択）されるとＷｅｂブラウザによりこれが検知され、選択された商品の購入手続
処理を要求するリクエスト（以下、「不利な商品の購入手続リクエスト」という）が情報
提供サーバ１に送信される。
【００７８】
　なお、上記登録リクエストまたは上記購入手続リクエストには、不利な商品（マウスオ
ーバーされた選択ボタン５１に対応する商品）の商品ＩＤ、及び該商品より有利な商品（
ポップアップ表示された有利な商品）の商品ＩＤが含まれる。
【００７９】
　そして、情報提供サーバ１は、ユーザ端末３へのポップアップ表示用データの送信後、
上記登録リクエストを受信すると、図４（Ｂ）に示す処理を開始する。なお、図４に示す
処理は、上記購入手続リクエストが受信されたときも同様である。
【００８０】
　図４（Ｂ）に示すステップＳ１０では、システム制御部１４は、受信された登録リクエ
ストから不利な商品の商品ＩＤ、及び該商品より有利な商品の商品ＩＤを取得する。次い
で、システム制御部１４は、受信された登録リクエストが、有利な商品の登録リクエスト
であるか否かを判定する（ステップＳ１１）。そして、システム制御部１４は、受信され
た登録リクエストが、有利な商品の登録リクエストであると判定した場合には（ステップ
Ｓ１１：ＹＥＳ）、不利な商品の代わりに該商品より有利な商品がユーザにより選択され
たことを示す情報を、上記不利な商品を販売する店舗（提供者）に対して通知する（ステ
ップＳ１２）。そして、システム制御部１４は、上記リクエストに応じた処理（例えば、
選択された商品を参照リストへ登録する処理、或いは、選択された商品の購入手続処理）
へ移行する。
【００８１】
　ステップＳ１２で通知される情報には、不利な商品の商品名及び該商品の取引条件項目
（例えば、商品価格）に対応する条件と、有利な商品の商品名及び該商品の取引条件項目
（例えば、商品価格）に対応する条件とが含まれる。これにより、当該通知を受けた店舗
は出品した商品が、他の商品にどのような条件で負けたかを迅速に把握することができる
。そのため、当該店舗は、負けた商品に対応付けられる条件を、ユーザに興味が惹かれる
ように迅速に改善することが可能となる。なお、不利な商品を販売する店舗（提供者）へ
の上記情報の通知は、例えば電子メールにより行われる。この場合、例えば、システム制
御部１４は、上記ステップＳ１０で取得された不利な商品（上記ステップＳ２で特定され
た商品）の商品ＩＤに対応付けられた店舗ＩＤをキーとして、該商品を販売する店舗の電
子メールアドレスを店舗情報ＤＢ１２ｃから取得する。そして、システム制御部１４は、
上記不利な商品の代わりに該商品より有利な商品がユーザにより選択されたことを示す情
報を記述する電子メールを、該不利な商品を販売する店舗の電子メールアドレス宛に送信
することで該店舗へ通知する。或いは、システム制御部１４は、上記不利な商品の代わり
に該商品より有利な商品がユーザにより選択されたことを示す情報を上記不利な商品を販
売する店舗の店舗ＩＤに対応付けて保存しておき、当該店舗が店舗端末２からログインし
たときに当該保存されている情報を店舗端末２に表示されるＷｅｂページ上で通知するよ
うに構成してもよい。
【００８２】
　一方、システム制御部１４は、受信された登録リクエストが、有利な商品の登録リクエ
ストでないと判定した場合には（ステップＳ１１：ＮＯ）、ステップＳ１０で取得された
有利な商品（以下、「第２の商品」という）の商品ＩＤに対して、ステップＳ２で特定さ
れた商品（以下、「第１の商品」という）に対応付けられた条件（例えば、商品価格が1,
300円）を示す情報を対応付けて例えば商品情報ＤＢ１２ｄに記録する（ステップＳ１３
）。そして、システム制御部１４は、上記リクエストに応じた処理（例えば、選択された
商品を参照リストへ登録する処理、或いは、選択された商品の購入手続処理）へ移行する
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。
【００８３】
　そして、上記ステップＳ１３で、第２の商品の商品ＩＤに対して該第２の商品（例えば
、商品価格が1,000円）より不利な第１の商品の条件（例えば、商品価格が1,300円）が対
応付けられて記録された後（言い換えれば、ステップＳ２で特定された商品が選択された
後）に、ユーザにより新たに選択されようとする商品（以下、「第３の商品」という）が
ステップＳ２で特定されたとき、ステップＳ３～Ｓ７を経て、ステップＳ８で、当該新た
に選択されようとする第３の商品（例えば、商品価格が1,100円）よりユーザにとって取
引上有利な条件が対応付けられた有利な商品として、以前にステップＳ２で特定された第
１の商品のときと同一の第２の商品（例えば、商品価格が1,000円）が抽出されたとする
。この場合、システム制御部１４は、上記抽出された第２の商品の商品ＩＤに対応付けら
れた第１の商品の条件（例えば、商品価格が1,300円）より有利な条件（例えば、商品価
格が1,100円）がステップＳ２で特定された第３の商品に対応付けられる場合には、上記
抽出された第２の商品の提示を制限するように構成してもよい。第２の商品の提示の制限
は、例えば、第２の商品がユーザへ提示されないように該商品の情報をポップアップ表示
用データに含ませないことで実現される。或いは、ステップＳ７の処理で、このような第
２の商品を抽出対象外とすることにより第２の商品の提示を制限するように構成してもよ
い。このような第２の商品の提示を制限するのは、ユーザが、第２の商品より不利な第１
の商品を敢えて選択して第２の商品を選択しなかったのであるから、例えばその直後に、
該ユーザが第１の商品より有利な第３の商品を選択しようとする場合に、第３の商品より
たとえ有利な第２の商品を提示しても、当該第２の商品は選択される可能性は低いと考え
られるためである。このように、上記第１の商品より有利な第２の商品が提示されたにも
拘らず該第１の商品がユーザにより選択された後に、該ユーザにより新たに選択されよう
とする第３の商品が特定されたとき、該第３の商品が第２の商品よりユーザにとって取引
上不利な条件が対応付けられ且つ第１の商品よりユーザにとって取引上有利な条件が対応
付けられる場合に、第２の商品の提示を制限するように構成すれば、 ユーザに対して商
品が必要以上に提示されることを防止することができ、ユーザに対して煩雑さを与えたり
混乱させたりすることを回避することができる。
【００８４】
　以上説明したように、上記実施形態によれば、情報提供サーバ１がユーザ端末３のユー
ザにより選択されようとする商品と同一又は関連し、且つ該商品より有利な条件が対応付
けられる商品を、ユーザにより過去に参照された商品に関する情報を記憶する記憶部１２
から抽出して、該抽出された有利な商品を該ユーザに提示するように構成したので、ユー
ザが過去に参照した商品数が多くて覚えていられない、或いは忘れている場合であっても
、そのような商品の中から有利な商品の存在を知らせ、ユーザにとって不利な商品の購入
や不利な商品の登録を未然に防ぐことができる。また、ユーザにとって取引上不利な商品
を参照リストへ登録することを未然に防ぐことができるので、当該取引上不利な商品を該
参照リストから削除する工程を減らすことができるため、システム負荷を軽減できる。
【００８５】
　次に、上記実施形態において、比較対象となる取引条件項目が複数設定される場合にお
いて、ユーザにとって取引上有利な条件の判定方法については説明する。この場合、シス
テム制御部１４は、上記ステップＳ６において、ステップＳ２で特定された商品の複数種
類の取引条件項目のうち比較対象となる複数の取引条件項目に対応する条件と、ステップ
Ｓ５で特定された商品の複数種類の取引条件項目のうち上記比較対象となる複数の取引条
件項目に対応する条件を取得する。続いて、システム制御部１４は、上記取得された、各
取引条件項目に対応する条件に応じた値（以下、「点数」という）を決定し、決定した点
数を商品毎に集計して商品毎に例えば総合点数（スコア）を算出する。なお、条件から点
数を決定するには、例えば条件から点数を算出する計算式を用いてもよいし、或いは条件
と点数との対応関係を示すテーブルを用いてもよい。
【００８６】
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　図７は、特定された商品の各取引条件項目に対応する条件に応じた点数を集計した結果
を示す図である。図７に示す例では、比較対象となる取引条件項目として、商品価格、ポ
イント付与率、商品の在庫数、配送日数、及び配送方法が設定されており、それぞれの取
引条件項目に対応する条件及び点数を示している。また、図７に示す例において、配送方
法に対応する条件に応じた点数は、即日配送が対応可能でない商品よりも即日配送が対応
可能である商品の方が高くなっている。なお、商品の購入のために選択されようとする商
品より有利な商品を提示する場合、商品の在庫数が”０”の商品が有利な商品として抽出
されないように、例えば、商品の在庫数が”０”に応じた点数は、例えばマイナスとする
ことが望ましい。そして、システム制御部１４は、上記ステップＳ７において、ステップ
Ｓ２で特定された商品に対して集計された総合点数と、ステップＳ５で特定された商品に
対して集計された総合点数とを比較することにより、ステップＳ２で特定された商品より
ユーザにとって取引上有利な条件が対応付けられた有利な商品が、ステップＳ５で特定さ
れた商品中にあるか否かを判定する。これにより、例えば、ステップＳ２で特定された商
品の総合点数より大きい総合点数の商品が上記有利な商品として抽出されることになる。
例えば、図７に示す例では、ユーザにより選択されるようとする商品（商品名：Food-abc
、総合点数：３２点）より有利な商品として、１つの商品（商品名：Food-stu、総合点数
：３３点）が抽出される。このような構成によれば、複数の異なる取引条件項目全体を考
慮した観点から、ユーザが選択しようとしている商品よりユーザにとって取引上有利な商
品の存在を該ユーザに知らせることができる。
【００８７】
　更に、上記実施形態において、比較対象となる取引条件項目に対応する条件に応じた点
数に対して、該取引条件項目の重要度等に応じた重みを設定するように構成してもよい。
この場合、システム制御部１４は、上記取得された、各取引条件項目に対応する条件に応
じた点数に対して、取引条件項目毎に決められた重みを設定（例えば点数に重みを乗算）
してから、該重みが設定された点数を商品毎に集計して商品毎に例えば総合点数を算出す
る。例えば、デフォルト設定では、商品価格、ポイント付与率、商品の在庫数、配送日数
及び配送方法の重みをそれぞれ”１”に設定するが、変更設定では、これらの取引条件項
目のうち、例えばポイント付与率の重みだけを”３”に変更するように構成してもよい（
この場合、図７に示す例では、有利な商品として、商品名がFood-xyzの商品が抽出される
）。このように、重みは、例えば季節やキャンペーン等に応じて電子商店街の管理者等に
より変更されるように構成すれば効果的である。例えば、ポイント増量キャンペーン期間
中には、ポイント付与率の重みを他の取引条件項目より大きくするように構成すれば、ポ
イント付与率が高い商品を有利な商品としてユーザへ提示することが可能となる。また、
例えば、即日配送キャンペーン期間中には、即日配送を条件として含む（つまり、即日配
送が対応可能な）配送方法の重みを、他の取引条件項目より大きくするように構成すれば
、即日配送が対応可能な商品を有利な商品としてユーザへ提示することが可能となる。
【００８８】
　更に、上記取引条件項目毎の重みは、ユーザの好みに合わせてカスタマイズするように
構成してもよい。この場合、システム制御部１４は、ユーザにより過去に参照された取引
対象に関する情報（例えばユーザの購入履歴）に基づいて、比較対象となる取引条件項目
中で該ユーザが重視する取引条件項目を特定する。ここで、ユーザが重視する取引条件項
目は、例えば、ユーザの購入履歴から該ユーザが過去に選択した条件の統計をとり、その
統計結果に基づいて決定される。このような統計結果から、例えばユーザが複数の同一の
商品の中で商品価格が高くても配送日数が少ない商品を選択していることが判定されれば
（ユーザは配送日数重視派である場合）、配送日数が重視する取引条件項目として特定さ
れる。一方、例えばユーザが複数の同一の商品の中で配送日数が多くても商品価格が低い
商品を選択していることが判定されれば（ユーザは商品価格重視派である場合）、商品価
格が重視する取引条件項目として特定される。一方、例えばユーザが複数の同一の商品で
且つ商品価格が同一の商品の中でポイント付与率が高い商品を選択していることが判定さ
れれば（ユーザは付与ポイント重視派である場合）、ポイント付与率が重視する取引条件
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項目として特定される。そして、システム制御部１４は、上記特定された取引条件項目に
対応する条件に応じた点数に対する重みを、特定されない取引条件項目に対応する条件に
応じた値に対する重みよりも高く設定して上記集計を行う。このような構成によれば、ユ
ーザが重視する取引条件項目の観点から、ユーザが選択しようとしている商品よりユーザ
にとって取引上有利な商品の存在を該ユーザに知らせることができる。つまり、ユーザが
重視する取引条件項目に対応する条件が有利な商品の存在をユーザに知らせることができ
る。
【００８９】
　上記実施形態において、情報提供サーバ１は、図５（Ａ）に示すようなＷｅｂページの
リクエストをユーザ端末３から受信したときに、このＷｅｂページに掲載される全部又は
一部の商品（例えば、Ｗｅｂページを構成する構造化文書内で例えばｄｉｖタグ（<div>
・・・</div>）により規定された商品）を「ユーザにより選択されようとする商品」と見
做して特定するように構成してもよい。この場合、情報提供サーバ１は、該特定した商品
ごとに、図４（Ａ）に示すステップＳ３～Ｓ８の処理を実行し、該特定した商品ごと抽出
された有利な商品の情報を、Ｗｅｂページを構成する構造化文書内に含めてユーザ端末３
へレスポンスとして送信する。これにより、ユーザ端末３は、Ｗｅｂページを受信するこ
とで、該特定された商品ごと抽出された有利な商品の情報を事前に（つまり、商品がユー
ザにより選択されようとする前に）保持（つまり、記憶手段としてのメモリに記憶）する
ことができる。そして、受信されたＷｅｂページが表示されている状態で、ユーザにより
所望の商品の選択ボタン５１が指し示される（つまり、選択されようとする）と、ユーザ
端末３のＷｅｂブラウザは、選択されようとする商品を特定する。そして、ユーザ端末３
のＷｅｂブラウザは、該特定した商品と同一又は関連し、且つ該商品より有利な条件が対
応付けられる有利な商品（つまり、事前に情報提供サーバ１により抽出された商品）をメ
モリから抽出して、該抽出された有利な商品を該ユーザに提示する。このような構成によ
れば、選択されようとする商品より有利な商品の存在を、より迅速に知らせることができ
る。なお、この構成の場合、ユーザ端末３が本発明の情報処理装置として機能（ユーザ端
末３のＣＰＵが特定手段、抽出手段、及び提示手段として機能）するということもできる
。
【００９０】
　なお、上記実施形態においては、本発明における取引対象を商品に適用したが、取引対
象がサービスに適用されてもよい。そして、サービスの予約が可能なシステムに対して本
発明が適用されてもよい。サービスの予約としては、例えば、宿泊施設の宿泊予約、ゴル
フ場等の競技施設の利用予約、交通機関の座席の予約等がある。この場合、情報提供サー
バ１は、ユーザ端末３のユーザにより選択されようとするサービスと同一又は関連し、且
つ該サービスより有利な条件が対応付けられるサービスを、ユーザにより過去に参照され
たサービスに関する情報を記憶する記憶部から抽出して、該抽出されたサービスを該ユー
ザに提示することになる。
【符号の説明】
【００９１】
１　情報提供サーバ
２　店舗端末
３　ユーザ端末
１１　通信部
１２　記憶部
１２ａ　会員情報ＤＢ
１２ｂ　ジャンル情報ＤＢ
１２ｃ　店舗情報ＤＢ
１２ｄ　商品情報ＤＢ
１２ｅ　閲覧履歴ＤＢ
１２ｆ　購入履歴ＤＢ
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１２ｇ　参照リスト登録履歴ＤＢ
１３　入出力インターフェース
１４　システム制御部
１４ａ　ＣＰＵ
１４ｂ　ＲＯＭ
１４ｃ　ＲＡＭ
１５　システムバス
ＮＷ　ネットワーク
Ｓ　情報提供システム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】
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